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2021年 11月 No.11 

（速報）中国データ越境移転安全評価弁法（パブコメ版）の公布 
 弁護士 川合 正倫 

はじめに 

中国では 2021年 11月 1日より個人情報保護法が施行された。これにより、ネットワーク安全法（2017年施
行）、データ安全法（2021年 9月 1日施行）を加えた中国における情報規制の基幹三法が施行されたことになる。 
これらの法令における「越境移転」に関する下位規範であるデータ越境移転安全評価弁法のパブリックコメント

版（以下、「本弁法」）が 2021年 10月 29日に公表され、11月 28日までコメントを受け付けている。データの
越境移転は、日本企業を含む外国企業の関心が高い事項であるため、本稿において同弁法の内容を紹介する。 
 

第 1 本弁法の位置づけ 

本弁法は、ネットワーク安全法、データ安全法、個人情報保護法等に基づいて制定される旨が規定されており（1
条）、情報規制の基幹三法に従うデータの越境移転に関する統一的な規定と評価できる。 
 

第 2 本弁法の適用対象 

本弁法に従う安全評価の対象は、データ処理者による、中国域内の運営において収集及び発生した重要なデータ
並びに法律に従い安全評価を求められる個人情報の域外提供とされ（2条）、2021年に施行されたデータ安全法及
び個人情報保護法の規定内容に概ね沿う内容といえる。 

 

第 3 当局による安全評価が必要となる状況 

安全評価は、当局（国家ネットワーク情報通信部門。但し、企業所在地の省級のネットワーク情報通信部門を通
じて申告を行う。）による評価が求められる場合と自己評価で完結することが許容される場合があるが、このうち
当局評価が強制される要件が明確にされた（4 条）。以下のうち(1)(3)はデータ処理者の属性を基準とし、(2)(4)
は対象となるデータの内容を基準としている。個人情報保護法において「国家ネットワーク情報通信部門の規定す
る数量」とされていたところ、取り扱う個人情報が 100万人を超える取扱者であるか、又は、移転する個人情報が
累計で 10万人（センシティブ個人情報の場合は 1万人）を超えるかが基準とされている。 

 
当局へのデータ越境安全評価の申告が求められる場合 
 

(1) 重要情報インフラ運営者が収集又は生成する個人情報や重要なデータを移転する場合 
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(2) 越境データに重要データが含まれている場合 
(3) 100万人を超える個人情報を取り扱う取扱者が域外に個人情報を提供する場合 
(4) 累計 10万人以上の個人情報又は 1万人以上のセンシティブ個人情報を域外に提供する場合 
(5) 国家ネットワーク情報通信部門が規定するその他にデータの越境安全評価を申告する必要がある場合 

 

第 4 当局による安全評価 

当局によるデータの越境安全評価においては、申告書、データ越境リスク自己評価レポート、データ処理者と域
外受領者との間で締結する契約等を提出する（6 条）。当局審査が必要な場合も自己評価を行うことが前提とされ
ている。国家ネットワーク情報通信部門は、申告資料の受領日から 7営業日以内に受理の有無を決定し、書面で回
答する（7条）。申告が受理された場合、国家ネットワーク情報通信部門は、業界主管部門、国務院関係部門、省級
のネットワーク情報通信部門、専門機構等を組織して安全評価を行うことになる（10条）。 
データの越境安全評価は、国家安全、公共利益、個人又は組織の権益へのリスクを重点的評価事項として、以下

の内容を含むものとされ、移転元の事情のみならず移転先所在国の法環境や移転先のデータ保護レベルについても
審査の対象とされている。 

 
当局によるデータの越境安全評価の審査事項 
 

(1) データ越境の目的、範囲、方法等の適法性、正当性、必要性 
(2) 域外受領者の所在国又は地域のデータ安全保護政策法令及びネットワーク安全環境が越境データ安全に与

える影響、域外受領者のデータ保護レベルが中国の法律・行政法規の規定及び強制国家基準の要求に達し
ているか 

(3) 越境データの数量・範囲・種類・センシティビティ、越境の過程又は越境後における漏洩・改ざん・紛
失・破壊・移転又は不法取得・不法利用等のリスク 

(4) データの安全性と個人情報権益が十分有効に保障されているか 
(5) データ処理者が域外受領者と締結した契約において、データ安全保護責任義務が十分に規定されているか 
(6) 中国の法律、行政法規、部門規則の遵守状況 
(7) 国家ネットワーク情報通信部門が評価が必要と認めるその他の事項 

 
国家ネットワーク通信部門は、受理通知書の発行日から 45営業日内にデータ越境安全評価を完了させるが、状

況が複雑又は補充資料を必要とする場合には当該期間を原則 60 営業日を超えない期間まで延長することができ
る。評価結果は、データ処理者に書面で通知される（11条）。なお、データ越境評価結果の有効期間は 2年とされ、
有効期間内に審査重点事項に変更がある場合等には、データ処理者は再申告しなければならず、再申告がない場合
にはデータの越境活動を停止しなければならない（12条）。 
 

第 5 データ越境リスク自己評価 

データ処理者は当局による審査の有無にかかわらず、データの越境移転前に、越境リスクに関し自己評価をする
ことが求められる。自己評価の重点事項は以下のとおりであり、その大部分は当局による審査事項と重複する内容
となっている（5条）。 

 
越境リスク自己評価の重点事項 

 
(1) データの越境及び域外受領者がデータを処理する目的、範囲、方法等の適法性、正当性、必要性 
(2) 越境データの数量・範囲・種類・センシティビティ、データの越境が国家安全・公共利益・個人又は組織
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の合法的権益にもたらすリスク 
(3) データ移転におけるデータ処理者の管理と技術措置、能力等がデータ漏洩、毀損等のリスクを防止できる

か 
(4) 域外受領者が承諾した責任義務並びに責任義務履行の管理及び技術措置・能力等が越境データの安全を保

障できるか 
(5) データの越境移転及び再移転後の漏洩・毀損・改ざん・濫用等のリスク、個人が個人情報の権益を保護す

るルートが円滑であるか等 
(6) 域外受領者と締結したデータ越境関連契約において、データ安全保護責任義務が十分に規定されているか 

 

第 6 域外受領者との契約 

データ処理者は、域外受領者のデータ安全保護責任義務を規定する契約を域外受領者と締結することが求められ
ており、この点については、越境移転に関する当局審査及び自己評価の対象とされている。データ処理者と域外受
領者との契約の内容についても規定されるべき項目が明確化されている（9条）。 
 
データ処理者と域外受領者との契約内容 
 

(1) データ越境の目的・方法及びデータの範囲、域外受領者がデータを処理する用途・方法等 
(2) データの域外保存場所・期限及び保存期限の到来・合意目的の完了後又は契約終了後の越境データの処理

措置 
(3) 域外受領者が域外データをその他の組織・個人に再転送することを制限する制約条項 
(4) 域外受領者の実質支配権若しくは経営範囲に実質的な変化又は所在国・地域の法環境に変更が生じること

によってデータの安全保障が困難になった場合において講じるべき安全措置 
(5) データ安全保護義務に違反した場合の債務不履行責任及び拘束力のある執行可能な紛争解決条項 
(6) データ漏洩等のリスクが発生した場合、適切に応急処置を行い、個人が個人情報の権益を維持するための

円滑なルートの保障 
 
個人情報保護法において、国家ネットワーク通信部門が制定する標準契約を締結することが、域外提供における

当局審査を回避するための要件とされているが、上記内容を含む標準契約のフォーマットは別途公表されるものと
考えられる。 
 

第 7 その他 

データ処理者が本弁法に基づく評価を行わずにデータの越境移転を行う場合に、いかなる組織及び個人もネット
ワーク情報通信部門への苦情又は通報を行うことができる旨が規定されている（15条）。 
また、本弁法の規定に違反する場合には、ネットワーク安全法、データ安全法、個人情報保護法等の規定に基づ

き処分する旨も明確化されている（17条）。 
 

第 8 まとめ 

本弁法は、中国国内外の企業の関心が高い越境移転における安全評価について包括的な内容を規定するものであ
り、重要性が高い。情報規制の基幹三法への具体的な対応策の検討にあたっては、法執行の状況も踏まえた判断が
求められる側面もあり、本弁法の立法のみならず今後の実務動向も注目される。 
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[執筆者] 
 

川合 正倫（弁護士・パートナー） 
masanori_kawai@noandt.com 
2012年から 2014年 9月まで中倫律師事務所上海オフィス、その後 2021年まで長島・大野・
常松法律事務所上海オフィスに勤務。 
日中間の法律業務に広く関与。日系企業による現地企業の買収、合弁相⼿とのトラブル、撤退
（清算）案件、債権回収、事業再生を含む倒産案件、危機対応案件、規制調査等に加え、中国
企業を依頼者とした日本業務案件も幅広く取り扱う。 
The Best Lawyers in Japan2020から 2022において、International Business Transactions
に選出。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

【関連ニュースレターのご案内】 
 
以下のニュースレターでも個人情報保護・データ利活用について解説していますので、是非ご参照 
ください。 
 
■NO&T Compliance Legal Update ～企業不祥事・コンプライアンスニュースレター～ 第 57号
（2021年 10月） 
「経済安全保障リスクの高まりとその対応」 

■NO&T U.S. Law Update ～米国最新法律情報～ 第 59号/NO&T Data Protection Legal Update 
～個人情報保護・データプライバシーニュースレター 第 9号（2021年 7月） 
「コロラド州プライバシー法の成立」 

■NO&T U.S. Law Update ～米国最新法律情報～ 第 56号（2021年 4月） 
「バージニア州消費者データ保護法の成立」 

■NO&T Health Care Law Update ～薬事・ヘルスケアニュースレター（法律救急箱）～ 第 18号
（2021年 2月） 
「GDPRが製薬企業の事業活動に与える影響」 
 

※ニュースレター全文はポータルサイト「NO&T Legal Lounge」会員専用コンテンツになります。 
会員の方はログイン後にご参照ください。会員でない方は、会員登録完了後にご覧いただけます。 

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アド
バイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般
的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題について
は、必ず弁護士にご相談ください。 

 

mailto:masanori_kawai@noandt.com
https://www.noandt.com/publications/publication20211019/
https://www.noandt.com/data/book/index/id/22044/
https://www.noandt.com/data/book/index/id/21713/
https://www.noandt.com/data/book/index/id/21549/
https://www.noandt.com/legal_lounge/
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NO&T Data Protection Legal Update ～個人情報保護・データプライバシーニュースレター～ の配信登録を希望される場合に
は、<https://www.noandt.com/newsletters/nl_dataprotection/>よりお申込みください。本ニュースレターに関するお問い
合わせ等につきましては、<nl_dataprotection@noandt.com>までご連絡ください。なお、配信先としてご登録いただきました
メールアドレスには、長島・大野・常松法律事務所からその他のご案内もお送りする場合がございますので予めご了承いただけま
すようお願いいたします。 

[編集者] 
鈴木 明美  パートナー 
akemi_suzuki@noandt.com 
 
森 大樹   パートナー 
oki_mori@noandt.com 
 

殿村 桂司  パートナー 
keiji_tonomura@noandt.com 

 www.noandt.com 
 
〒100-7036 東京都千代田区丸の内二丁目 7番 2号 ＪＰタワー 
Tel: 03-6889-7000（代表）  Fax: 03-6889-8000（代表）  Email: info@noandt.com 
 

長島・大野・常松法律事務所は、500名を超える弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所で
あり、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ及び上海にオフィス
を構えています。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、
国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。 
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